
　5　●2018年（平成30年）9 月 1 日発行 � 死刑廃止をめざして（お問い合わせは各委員会へお願いいたします）　

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
特
別
抗
告
審
で
は
、
憲
法
違
反
、
判

例
違
反
、
そ
し
て
、
破
棄
し
な
け
れ
ば

著
し
く
正
義
に
反
す
る
重
大
な
事
実
誤

認
が
問
わ
れ
る
。
最
高
裁
は
、
必
ず
、

取
消
決
定
を
破
棄
し
て
、
再
審
開
始
決

定
を
宣
告
す
る
は
ず
で
あ
る
。

誤
判
と
死
刑

　
袴
田
事
件
の
再
審
開
始
決
定
と
今
回

の
取
消
決
定
は
、
私
に
と
っ
て
は
デ

ジ
ャ
ブ
で
あ
る
。
私
が
弁
護
人
の
一
人

で
あ
る
名
張
事
件
で
も
、
再
審
開
始
決

は
じ
め
に

　
本
年
6
月
11
日
、
東
京
高
裁
（
大
島

隆
明
裁
判
長
）
は
、
袴
田
事
件
第
2
次

再
審
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
検
察
官
の

即
時
抗
告
を
認
め
、
静
岡
地
裁
の
再
審

開
始
決
定
を
取
り
消
す
旨
の
不
当
決
定

を
行
っ
た
（
た
だ
し
、
袴
田
巖
氏
（
以

下
「
袴
田
氏
」
と
い
う
。）
の
死
刑
及

び
拘
置
の
執
行
停
止
決
定
は
取
り
消
さ

な
か
っ
た
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
弁

連
は
、「
本
決
定
は
、
袴
田
氏
が
50
年

以
上
も
の
間
訴
え
て
き
た
無
実
の
叫
び

に
真
摯
に
向
き
合
っ
た
と
は
思
わ
れ
ず
、

結
果
的
に
司
法
の
役
割
を
放
棄
し
、
人

権
救
済
の
砦
た
る
地
位
を
投
げ
捨
て
て

い
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
」「
再
審

無
罪
を
勝
ち
取
る
ま
で
、
引
き
続
き
全

力
で
支
援
す
る
」
と
い
う
会
長
声
明
を

発
表
し
た
。

　
再
審
請
求
人
と
弁
護
団
は
、
直
ち
に
、

最
高
裁
に
特
別
抗
告
を
申
し
立
て
た
。

袴
田
事
件
と
は

　
袴
田
事
件
は
、
1
9
6
6
年
6
月
に

当
時
の
清
水
市
で
発
生
し
た
強
盗
殺
人
、

放
火
事
件
で
あ
る
。
同
年
8
月
、
従
業

員
で
あ
り
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
の
袴
田
氏

（
当
時
30
歳
）
が
逮
捕
さ
れ
、
連
日
連

夜
の
取
調
べ
で
自
白
を
強
要
さ
れ
た
。

自
白
調
書
44
通
は
証
拠
か
ら
排
除
さ
れ

た
が
、
事
件
か
ら
1
年
以
上
後
に
発
見

さ
れ
た
5
点
の
衣
類
と
1
通
の
自
白
検

面
調
書
を
主
な
証
拠
と
し
て
死
刑
判
決

が
言
い
渡
さ
れ
、
こ
れ
が
確
定
し
た
。

　
袴
田
氏
は
再
審
請
求
を
申
し
立
て
、

日
弁
連
も
こ
れ
を
支
援
し
た
。
し
か
し
、

第
1
次
再
審
請
求
中
に
、
袴
田
氏
に
拘

禁
反
応
に
よ
る
障
害
が
発
生
し
、
第
2

次
再
審
請
求
は
袴
田
氏
の
姉
が
保
佐
人

と
な
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
。

再
審
開
始
決
定

　
2
0
1
4
年
3
月
、
静
岡
地
裁
（
村

山
浩
昭
裁
判
長
）
は
、
袴
田
事
件
の
再

審
開
始
、
死
刑
執
行
停
止
、
拘
置
執
行

停
止
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
裁
判
所

が
大
量
の
証
拠
開
示
を
実
現
さ
せ
た
上

で
、
新
証
拠
と
旧
証
拠
を
総
合
判
断
し

て
、
5
点
の
衣
類
の
血
痕
は
袴
田
氏
の

も
の
で
も
被
害
者
の
も
の
で
も
な
い
可

能
性
が
高
い
こ
と
、
血
痕
の
赤
み
も
長

期
間
味
噌
の
中
に
隠
匿
さ
れ
た
に
し
て

は
不
自
然
で
あ
る
こ
と
、
ズ
ボ
ン
の

「
B
」
と
い
う
記
載
は
サ
イ
ズ
で
は
な

く
色
を
意
味
し
て
い
て
袴
田
氏
が
は
け

な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
ズ
ボ
ン
の

端
布
の
押
収
経
緯
か
ら
も
5
点
の
衣
類

に
ね
つ
造
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
等
と
認

定
し
て
、
袴
田
氏
を
犯
人
で
あ
る
と
は

認
定
で
き
な
い
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

再
審
開
始
決
定
と

死
刑
廃
止
宣
言 　

　
袴
田
事
件
の
再
審
開
始
決
定
は
日
弁

連
が
第
59
回
人
権
擁
護
大
会
で
採
択
し

た
「
死
刑
制
度
の
廃
止
を
含
む
刑
罰
制

度
全
体
の
改
革
を
求
め
る
宣
言
（
以
下

「
福
井
宣
言
」
と
い
う
。）」
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
再

審
開
始
決
定
が
出
さ
れ
て
、
48
年
ぶ
り

に
東
京
拘
置
所
か
ら
釈
放
さ
れ
た
袴
田

氏
の
姿
を
見
て
、
現
在
で
も
死
刑
え
ん

罪
の
存
在
す
る
こ
と
が
広
く
国
民
に
知

れ
渡
り
、
死
刑
制
度
に
対
す
る
社
会
的

関
心
が
高
ま
り
、
日
弁
連
内
の
激
論
を

経
て
、
2
0
1
6
年
10
月
、
福
井
で
の

日
弁
連
人
権
擁
護
大
会
に
お
い
て
、
福

井
宣
言
が
採
択
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

取
消
決
定
の
問
題
点

　
今
回
の
取
消
決
定
は
、
殊
更
に
D
 

N
A
鑑
定
に
焦
点
を
大
き
く
当
て
、
検

察
官
提
出
の
文
献
や
専
門
家
の
机
上
の

見
解
に
依
拠
し
て
、
弁
護
側
の
反
論
と

立
証
の
機
会
を
奪
っ
た
上
で
、
D
N
A

鑑
定
を
短
絡
的
に
否
定
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
5
点
の
衣
類
の
味
噌
漬

け
実
験
結
果
も
証
拠
に
基
づ
く
根
拠
も

無
く
否
定
し
、
自
白
に
関
す
る
新
証
拠

な
ど
を
無
視
し
、
実
質
的
に
は
孤
立
評

価
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
開
始
決

定
が
詳
細
に
論
証
し
た
5
点
の
衣
類
を

始
め
と
す
る
捜
査
機
関
に
よ
る
証
拠
の

捏
造
の
疑
い
に
つ
い
て
も
、
弁
護
側
に

立
証
を
求
め
る
な
ど
、「
疑
わ
し
き
は

被
告
人
の
利
益
」
と
い
う
刑
事
裁
判
の

鉄
則
を
無
視
し
た
も
の
で
、
最
高
裁
判

例
（
白
鳥
、
財
田
川
決
定
等
）
に
違
反

死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部ニュース            日本弁護士連合会　
死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部

●主な内容●

2018.9

第3号
・袴田事件即時抗告審決定と死刑廃止
　����������������5
・死刑廃止・刑罰改革実現に向けた
　駐日外国公館との意見交換会����5
・死刑執行（オウム事件）の
　国内外への波紋���������6
・国連人権理事会勧告に逆らう
　日本政府の姿勢���������6

　2018年6月4日、日弁連会館17階1701会議室において、26か国・地

域の駐日外国公館から、31名の代表者を迎えて、死刑廃止・刑罰改革

実現に向けた意見交換会が行われました。非公開のため、弁護士会内

外へ事前告知ができなかったこと、また、ここでも詳細はお伝えでき

ないことを深くお詫びします。

　さて、死刑廃止国・存置国の両方から意見交換会に参加していただ

きましたが、いずれの国も死刑問題が人権問題であるとの認識は共通

していました。また、刑罰制度は完全ではないことから、取り返しの

つかない死刑は廃止されなければならないとの意見もあり、この誤判

冤罪の問題に絡んで、わが国での袴田事件の裁判が与える影響につい

ての質問がありました。さらに、国際社会は、普遍的な人権を守る新

たなパラダイムを目指し、平和の文化を醸成すべきであり、国連加盟

国は協調して死刑廃止を目指すべきであるとの意見がありました。こ

の発言が終わったとき、参加した駐日外国公館の方々を中心に会場か

ら割れんばかりの拍手による喝采がありました。

　僅か2時間程度の意見交換会でしたが、わが国のことを、人権を守る

国であり、国際社会と協調して死刑を廃止できる国であるとの期待と信

頼をもって見守っていただいていることが肌で感じられた時間でした。

定
（
2
0
0
5
年
）
と
取
消
決
定
（
2
0

0
6
年
）
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

同
じ
証
拠
で
あ
り
な
が
ら
、
裁
判
官
に

よ
り
、
死
刑
か
無
実
か
が
分
か
れ
る
と

い
う
厳
し
い
現
実
を
、
今
回
、
改
め
て
、

思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　「
刑
事
司
法
制
度
は
人
の
作
っ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
運
用
も
人
が
行
う
以

上
、
誤
判
・
え
ん
罪
の
可
能
性
そ
の
も

の
を
否
定
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
刑
罰

が
奪
う
利
益
と
異
な
り
、
死
刑
は
、
生

命
と
い
う
全
て
の
利
益
の
帰
属
主
体
そ

の
も
の
の
存
在
を
滅
却
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
取
り
返
し
が
つ
か
ず
、
他
の
刑

罰
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ

る
。」（
福
井
宣
言
）

改
め
て
死
刑
廃
止
を
訴
え
る

　
死
刑
は
、
生
命
を
剥
奪
す
る
と
い
う

刑
罰
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
重
大
か
つ

深
刻
な
人
権
侵
害
で
あ
る
こ
と
に
目
を

向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
、誤
判
・

え
ん
罪
は
死
刑
事
件
に
お
い
て
も
防
ぐ

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
2
0
2

0
年
に
京
都
で
行
わ
れ
る
、
第
14
回
国

連
犯
罪
防
止
刑
事
司
法
会
議
（
コ
ン
グ

レ
ス
）
に
向
け
、
改
め
て
、
こ
の
よ
う

な
死
刑
制
度
の
廃
止
を
、
強
く
、
国
民

に
訴
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。決意新たに

死刑廃止・刑罰改革実現に向けた
駐日外国公館との意見交換会

死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部
� 副本部長　岩橋　英世（福岡県）

袴
田
事
件
即
時
抗
告
審
決
定
と

死
刑
廃
止

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部　
副
本
部
長　
小
林　
修（
愛
知
県
）
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1
　
有
史
に
残
る
出
来
事

　
2
0
1
8
年
（
平
成
30
年
）
7
月
6

日
、
オ
ウ
ム
事
件
死
刑
確
定
者
13
名
の

う
ち
麻
原
彰
晃
こ
と
松
本
智
津
夫
と
元

信
者
6
名
の
合
計
7
名
に
対
す
る
死
刑

が
執
行
さ
れ
、
そ
の
20
日
後
の
同
月
26

日
、
更
に
残
る
6
名
の
死
刑
が
執
行
さ

れ
ま
し
た
。

　
国
内
外
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
オ

ウ
ム
事
件
は
、
日
本
政
府
の
大
量
死
刑

執
行
と
い
う
幕
引
き
に
よ
り
、
再
び
国

内
外
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
執
行
は
、
今
年
1

月
に
オ
ウ
ム
事
件
の
全
て
の
判
決
が
確

定
し
た
こ
と
、ま
た
、来
年
（
2
0
1
9

年
）
は
天
皇
継
承
と
い
う
慶
事
が
あ
り
、

再
来
年
（
2
0
2
0
年
）
に
は
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
今
年

（
2
0
1
8
年
）
7
月
17
日
に
日
本
と

E
U
及
び
E
U
加
盟
国
と
の
間
で
締

結
さ
れ
、
2
0
1
9
年
3
月
頃
を
発
効

予
定
と
す
る
E
P
A
（
経
済
連
携
協

定
）・
S
P
A
（
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
協
定
）
の
維
持
に
と
っ
て
死
刑

執
行
が
障
害
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
日
本
政
府
が
、
こ
の
時
期
に
、

国
家
転
覆
を
謀
っ
た
オ
ウ
ム
事
件
の
死

刑
確
定
者
の
死
刑
執
行
を
断
行
し
た
こ

と
は
、
政
治
的
に
考
え
れ
ば
首
肯
で
き

な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
、
死
刑
は
他
の
刑
罰
と

異
な
り
、
政
治
的
な
要
素
に
影
響
さ
れ

得
る
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
冷
静
に
、
か

つ
、重
く
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2
　
被
害
者
支
援
と
犯
罪
抑
止

　
オ
ウ
ム
事
件
の
死
刑
確
定
者
全
員
の

死
刑
執
行
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

全
て
が
解
決
し
た
と
考
え
る
方
は
い
な

い
と
信
じ
ま
す
。
被
害
者
に
と
っ
て
、

死
刑
が
執
行
さ
れ
て
も
、
後
遺
障
害
は

継
続
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
遺
族
に

と
っ
て
も
大
切
な
方
を
奪
わ
れ
た
喪
失

感
を
慰
謝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
り
、
我
々
国
民
は
被
害
者
・
遺
族
へ

の
支
援
に
つ
い
て
真
摯
に
向
き
合
い
続

け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
、
ま
た
、
一
宗
教
団
体
が
カ

ル
ト
集
団
化
し
テ
ロ
行
為
に
至
る
と
い

う
一
連
の
事
件
を
、
過
去
の
特
異
な
事

件
と
し
て
風
化
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、
類

似
の
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
検
証
を

怠
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

3
　
国
内
に
お
け
る
波
紋

　
今
回
の
死
刑
執
行
は
、
明
治
時
代
の

「
大
逆
事
件
」
と
呼
ば
れ
る
特
定
犯
罪

の
大
量
死
刑
執
行
に
次
ぐ
歴
史
的
な
出

来
事
で
あ
り
、
我
が
国
が
戦
後
行
っ
て

き
た
死
刑
執
行
と
は
大
き
く
様
相
が
異

な
る
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
人
権
意

識
が
醸
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
に

お
い
て
僅
か
20
日
余
り
の
短
期
間
に
13

名
の
死
刑
を
執
行
し
た
と
い
う
こ
と
、

7
名
の
死
刑
執
行
を
命
令
し
た
法
務
大

臣
が
執
行
前
夜
に
酒
宴
に
出
席
し
て
い

た
こ
と
、
執
行
当
日
に
マ
ス
コ
ミ
か
ら

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
執
行
状
況
が
報
道
さ

れ
た
こ
と
な
ど
様
々
な
問
題
を
提
起
す

る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

　

　
そ
の
た
め
、
被
害
者
遺
族
や
死
刑
容

認
の
評
論
家
か
ら
も
死
刑
執
行
に
疑
問

を
投
げ
掛
け
る
発
言
が
な
さ
れ
、
ま
た
、

大
量
の
死
刑
執
行
の
異
常
性
に
戸
惑
い

や
混
乱
を
生
じ
た
市
民
の
方
々
か
ら
死

刑
制
度
に
対
す
る
疑
問
を
投
げ
掛
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
死
刑

執
行
と
は
異
な
る
波
紋
が
生
じ
て
い
ま

す
。

　
本
来
、「
個
人
の
尊
厳
」
を
守
る
べ

き
価
値
と
す
る
民
主
主
義
に
お
い
て
、

人
間
の
生
命
を
尊
重
す
る
と
い
う
価
値

観
は
死
刑
存
廃
に
か
か
わ
ら
ず
共
有
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
今
回
の
日
本

政
府
に
よ
る
生
命
軽
視
と
も
言
え
る
異

常
な
大
量
死
刑
執
行
と
い
う
極
端
な
行

為
が
、
改
め
て
生
命
権
の
尊
重
と
い
う

価
値
観
や
死
刑
制
度
の
是
非
に
つ
い
て
、

国
民
的
議
論
の
必
要
性
を
訴
え
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

4
　
国
際
社
会
に
お
け
る
波
紋

　
今
回
の
死
刑
執
行
は
、
国
際
社
会
に

も
衝
撃
を
与
え
た
オ
ウ
ム
事
件
の
死
刑

確
定
者
13
名
全
員
に
対
す
る
短
期
間
の

死
刑
執
行
で
あ
り
、
海
外
メ
デ
ィ
ア
で

も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
ら
か
に
日
本
の
大
量
死
刑
執

行
を
意
識
し
た
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
死
刑

廃
止
に
向
け
た
コ
メ
ン
ト
が
出
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
今
回
の
日
本
政
府
に

よ
る
大
量
死
刑
執
行
は
、
国
際
社
会
に

対
し
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
起
こ
し

て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
E
U
及
び
E
U
加
盟
国
は
、

こ
れ
ま
で
日
本
政
府
に
対
し
て
死
刑
廃

止
に
向
け
た
行
動
を
取
る
こ
と
を
求
め

て
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
日
本
政
府
の

大
量
死
刑
執
行
を
受
け
て
も
、
こ
れ
ま

で
と
同
様
に
、
冷
静
に
、
日
本
政
府
の

死
刑
廃
止
に
向
け
た
行
動
を
求
め
て
い

ま
す
。
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

は
、
こ
の
E
U
及
び
E
U
加
盟
国
の

要
請
は
、
我
が
国
へ
の
内
政
干
渉
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
日
本
が
、
同
じ
民

主
主
義
、
法
の
支
配
、
人
権
及
び
基
本

的
自
由
を
尊
重
す
る
価
値
観
を
有
す
る

国
家
で
あ
り
、
い
つ
か
は
生
命
権
の
尊

重
と
矛
盾
す
る
死
刑
制
度
を
廃
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
期
待
し
て
い
る
こ
と

で
す
。

5
　
死
刑
廃
止
を
求
め
る
意
味

　
と
こ
ろ
で
、
E
U
は
、
死
刑
廃
止
を

そ
の
加
盟
条
件
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
、
生
命
権
の
尊
重
と
い
う
価
値
観

を
共
有
す
る
こ
と
で
、
戦
争
の
惨
禍
を

回
避
し
、
国
家
間
の
平
和
的
安
定
を
目

指
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
E
U
及
び
E
U
加

盟
国
が
第
三
国
と
の
間
で
締
結
す
る

　昨年11月国連人権理事会 UPR（普遍的定期的審査）で行われた第3回対日審査

においては、他国政府から日本政府に対して217の勧告が出されたが、過去2回

の審査と同様、死刑廃止や停止などを求める死刑に関する勧告が最も多く、38か

国に及んだ。必要的上訴制度の採用、再審請求による執行停止効果を求めるなど、

具体的で踏み込んだ勧告も目立った。

　日本政府は本年3月1日にこれらの勧告に対する見解を公表したが、死刑に関す

る勧告についてはすべて、「受け入れない」と拒否回答をした。

　ところで、国連自由権規約委員会は、自由権規約6条（生命に対する権利、死

刑について規定）についてのジェネラルコメント36草案を作成し、意見を求めて

いた。自由権規約6条の趣旨を深め、より進める草案であったが、これに対して

日本政府は上記勧告に抵触するコメントを提出した。規約の趣旨に逆行する意見

を公然と述べる日本政府の姿勢は、国際関係上好ましいものとは思われない。

　そこで日弁連は、同年2月14日付けで、日本政府コメントに反対する内容の意

見書（自由権規約第6条についての一般的意見№36草案に対する日本政府コメン

トについての意見書）を取りまとめ、同年3月9日付けで国連自由権規約委員会に

提出した（https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2018/

180214_2.html）。

国連人権理事会勧告に逆らう
� 日本政府の姿勢

死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部
� 副本部長　小池　振一郎（第二東京）

E
P
A
と
S
P
A
の
根
幹
に
あ
る
価

値
・
原
則
（
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、

人
権
及
び
基
本
的
自
由
）
と
死
刑
制
度

は
両
立
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
、 

E
P
A
と
S
P
A
が
、

各
当
事
者
国
で
批
准
な
い
し
承
認
さ
れ
、

発
効
さ
れ
た
後
、
日
本
政
府
が
、
死
刑

廃
止
に
向
け
た
行
動
を
取
る
の
か
、
ま

た
は
、
死
刑
の
執
行
停
止
を
し
て
事
実

上
の
廃
止
国
を
目
指
す
の
か
、
そ
れ
と

も
、
E
U
や
国
連
の
勧
告
を
無
視
し
て

死
刑
を
存
置
し
執
行
を
続
け
る
の
か
が
、

国
際
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
日
本
政
府
が
ど
の
よ
う
な

選
択
を
行
う
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

私
た
ち
国
民
は
、
死
刑
廃
止
の
意
味
を

理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
E
U
と
国
連
は
、
人
類
が
生
命
権
の

尊
重
と
い
う
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と

に
よ
り
、
戦
争
を
回
避
し
安
定
し
た
国

際
社
会
を
目
指
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
死
刑
制
度
は
、
こ
の
生
命

権
の
尊
重
と
矛
盾
す
る
こ
と
か
ら
、

E
U
は
死
刑
廃
止
を
E
U
加
盟
条
件

と
し
、
ま
た
、
国
連
は
、
国
際
人
権
自

由
権
規
約
第
二
選
択
議
定
書
（
死
刑
廃

止
条
約
）
を
採
択
し
、
死
刑
廃
止
を
視

野
に
入
れ
た
死
刑
の
執
行
停
止
を
求
め

る
総
会
決
議
を
採
択
し
続
け
て
い
る
こ

と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

6
　
改
め
て

　
オ
ウ
ム
事
件
に
よ
る
甚
大
な
被
害
と

多
数
の
被
害
者
に
心
を
寄
せ
、
共
に
被

害
回
復
と
慰
謝
に
向
け
て
歩
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
し
、
被
害
者

支
援
と
は
別
に
死
刑
廃
止
に
向
け
た
行

動
が
必
要
で
あ
る
と
の
コ
メ
ン
ト
が
国

際
社
会
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
ぜ
、
死
刑
存
廃
問
題
を
被
害
者
支

援
と
は
別
個
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
、
ま
た
、
別
個
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
今
回
の
日
本
政
府
の

異
常
と
も
言
え
る
短
期
間
の
大
量
死
刑

執
行
が
起
こ
し
た
波
紋
が
、
死
刑
廃
止

の
真
の
意
味
を
考
え
る
契
機
と
な
る
大

き
な
波
紋
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
い

ま
す
。

死
刑
執
行（
オ
ウ
ム
事
件
）の

�

国
内
外
へ
の
波
紋

死
刑
廃
止
及
び
関
連
す
る
刑
罰
制
度
改
革
実
現
本
部　
副
本
部
長　
岩
橋　
英
世（
福
岡
県
）


